


 

 

 

 

 

 

 

財 務 諸 表 等 

 

 

 

平成２６年度 

（第５期事業年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自：平成２６年４月 １日 

至：平成２７年３月３１日 

 

 

    独立行政法人 

         国立長寿医療研究センター



 

 

目         次 

 

１．貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

２．損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 

３．キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４ 

 

４．利益の処分に関する書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

 

５．行政サービス実施コスト計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

 

６．注記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

 

７．附属明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

（１）固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８７ 特定の償却資産の減価 

   に係る会計処理」及び「第９１ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計 

   処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細並びに減損損失累計額の 

   明細 

（２）たな卸資産の明細 

（３）有価証券の明細 

（４）長期貸付金の明細 

（５）長期借入金の明細 

（６）債券の明細 

（７）引当金の明細 

（８）貸付金等に対する貸倒引当金の明細 

（９）退職給付引当金の明細 

（１０）資産除去債務の明細 

（１１）法令に基づく引当金等の明細 

（１２）保証債務の明細 

（１３）資本金及び資本剰余金の明細 

（１４）積立金の明細 

（１５）目的積立金の取り崩しの明細 

（１６）運営費交付金債務及び当期振替額等の明細 

（１７）運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細 

（１８）役員及び職員の給与の明細 

（１９）開示すべきセグメント情報 

（２０）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 

 



 

 

８．添付資料 

（１）決算報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

（２）監事の意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１ 

（３）会計監査人の意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２ 

（４）事業報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （別冊）



 

 

 

 

 

 

 

財 務 諸 表



【独立行政法人 国立長寿医療研究センター】 （単位：円）

資産の部

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 3,169,243,030

医業未収金 879,556,170

貸倒引当金 △ 2,870,654 876,685,516

未収金 58,743,885

医薬品 37,652,215

診療材料 14,309,983

給食用材料 1,147,274

貯蔵品 4,579,425

前渡金 422,980

未収収益 46,460

その他流動資産 3,945,043

流動資産合計 4,166,775,811

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

建物 4,569,760,378

減価償却累計額 △ 1,041,970,768 3,527,789,610

構築物 99,108,135

減価償却累計額 △ 29,897,497 69,210,638

医療用器械備品 1,203,878,130

減価償却累計額 △ 845,013,760 358,864,370

その他器械備品 5,784,362,210

減価償却累計額 △ 4,306,541,926 1,477,820,284

車両 7,210,100

減価償却累計額 △ 100,340 7,109,760

土地 3,293,584,482

建設仮勘定 372,960,000

有形固定資産合計 9,107,339,144

２　無形固定資産

ソフトウェア 777,000

電話加入権 88,000

その他無形固定資産 9

無形固定資産合計 865,009

３　投資その他の資産

破産更生債権等 40,050,654

貸倒引当金 △ 33,417,959 6,632,695

長期貸付金 25,200,000

　　返還免除引当金 △ 22,050,000 3,150,000

投資その他の資産合計 9,782,695

固定資産合計 9,117,986,848

資産合計 13,284,762,659

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　額

貸　借　対　照　表

（平成２７年３月３１日）



【独立行政法人 国立長寿医療研究センター】 （単位：円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　額

負債の部

Ⅰ　流動負債

預り寄附金 111,863,160

一年以内返済長期借入金 96,895,104

買掛金 197,442,596

未払金 997,138,560

一年以内支払リース債務 76,230,000

未払消費税等 5,153,900

前受金 63,403,264

預り金 81,556,036

未払費用 151,274

引当金

賞与引当金 278,176,742 278,176,742

流動負債合計 1,908,010,636

Ⅱ　固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金 645,628,163

資産見返補助金等 392,712,727

資産見返寄附金 32,292,764

建設仮勘定見返施設費 372,960,000 1,443,593,654

長期借入金 345,677,032

リース債務 127,050,000

引当金

退職給付引当金 1,175,073

環境対策引当金 65,966,400 67,141,473

固定負債合計 1,983,462,159

負債合計 3,891,472,795

純資産の部

Ⅰ　資本金

政府出資金 10,333,706,713

資本金合計 10,333,706,713

Ⅱ　資本剰余金

資本剰余金 1,478,465,002

損益外減価償却累計額（△） △ 3,705,380,565

資本剰余金合計 △ 2,226,915,563

Ⅲ　利益剰余金

積立金 1,176,117,609

当期未処分利益 110,381,105

（うち当期総利益） （ 110,381,105 ）

利益剰余金合計 1,286,498,714

純資産合計 9,393,289,864

負債純資産合計 13,284,762,659



【独立行政法人 国立長寿医療研究センター】 （単位：円）

経常費用

業務費

給与費 4,823,026,774

材料費 1,470,357,952

委託費 317,899,120

経費 1,815,192,558

設備関係費 863,220,982

その他 4,600,156 9,294,297,542

一般管理費

給与費 276,003,363

経費 81,087,325

減価償却費 1,672,639 358,763,327

財務費用 7,221,493

その他経常費用 27,715,004

経常費用合計 9,687,997,366

経常収益

運営費交付金収益 3,257,382,568

補助金等収益 47,891,812

業務収益

医業収益 5,581,838,345

研修収益 41,548,593

研究収益 539,117,264 6,162,504,202

寄附金収益 9,749,451

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 151,639,619

資産見返補助金等戻入 133,020,980

資産見返寄附金戻入 10,208,448 294,869,047

財務収益 1,303,868

その他経常収益 27,614,410

経常収益合計 9,801,315,358

経常利益 113,317,992

臨時損失

固定資産除却損 2,360,740

固定資産除却費 67,400

その他臨時損失 564,950

2,993,090

臨時利益

固定資産売却益 49,998

その他臨時利益 6,205

56,203

当期純利益 110,381,105

当期総利益 110,381,105

損　益　計　算　書

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　額



【独立行政法人 国立長寿医療研究センター】 （単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出 △ 5,064,337,907

材料の購入による支出 △ 1,424,568,564

その他の業務支出 △ 2,371,094,376

運営費交付金収入 3,057,588,000

補助金等収入 317,017,304

補助金等の精算による返還金の支出 △ 4,217,000

寄附金収入 81,115,313

医業収入 5,555,345,587

研修収入 41,691,633

研究収入 521,665,148

その他の収入 44,231,781

小計 754,436,919

利息の支払額 △ 7,256,992

利息の受取額 1,308,183

業務活動によるキャッシュ・フロー 748,488,110

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △ 1,000,000,000

定期預金の戻入による収入 1,500,000,000

有形固定資産の取得による支出 △ 755,101,355

施設費による収入 136,853,000

その他の投資活動による支出 △ 14,400,000

その他の投資活動による収入 600,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 132,048,355

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △ 102,167,271

リース債務償還による支出 △ 78,015,000

承継資産の回収による収入 262,967

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 179,919,304

Ⅳ　資金増加額 436,520,451

Ⅴ　資金期首残高 2,732,722,579

Ⅵ　資金期末残高 3,169,243,030

キャッシュ・フロー計算書

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　額



【独立行政法人 国立長寿医療研究センター】 （単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,286,498,714

当期総利益 110,381,105
前期繰越積立金 1,176,117,609

Ⅱ　利益処分額

積立金 1,286,498,714 1,286,498,714

（注）当期の利益処分後の積立金額1,286,498,714円のうち、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

（平成20年法律第93号）第20条第１項に規定する厚生労働大臣の承認を受けようとする金額は1,099,088,443円です。

利益の処分に関する書類

（平成２７年６月３０日）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　額



【独立行政法人 国立長寿医療研究センター】 （単位：円）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

業務費 9,294,297,542

一般管理費 358,763,327

財務費用 7,221,493

その他経常費用 27,715,004

臨時損失 2,993,090 9,690,990,456

（２）（控除）自己収入等

医業収益 △ 5,581,838,345

研修収益 △ 41,548,593

研究収益 △ 456,203,706

その他経常収益 △ 48,876,177

臨時利益 △ 56,203 △ 6,128,523,024

業務費用合計 3,562,467,432

Ⅱ　損益外減価償却相当額 816,094,031 816,094,031

Ⅲ　損益外除売却差額相当額 4 4

Ⅳ　引当外退職給付増加見込額 31,636,731 31,636,731

Ⅴ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 35,101,099 35,101,099

Ⅵ　行政サービス実施コスト 4,445,299,297

行政サービス実施コスト計算書

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　額



注 記 事 項 

 

Ⅰ．重要な会計方針 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

業務達成基準を採用しております。 

 

２．減価償却の会計処理方法 

（１）有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

建物        ２ ～  ４７年 

構築物       ９ ～  ３０年 

医療用器械備品     ２ ～  １５年 

その他器械備品     ２ ～  １５年 

車両        ６年 

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７）の減価償却相当額については、損益

外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされていないものについては、役職員

の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額に基づき退職給付引当金を計上しております。 

また、退職手当一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされるものについては、退

職給付にかかる引当金は計上しておりません。 

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、独立行政法人

会計基準第８９第４項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計

上しております。 

 

４．貸倒引当金の計上基準 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

５．賞与引当金の計上基準 

役員に対して支給する業績年俸及び職員に対して支給する賞与に備えるため、当該事業年度に

負担すべき支給見込額を計上しております。 

 

６．環境対策引当金の計上基準 

  サイクロトロン等の処分に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上して

おります。 

  

７．返還免除引当金の計上基準 



  将来の看護学生奨学金の返還免除による損失に備えるため、返還免除の実績率により回収不能

見込額を計上しております。 

 

８．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

（１）医薬品 

最終仕入原価法に基づく低価法 

（２）診療材料 

最終仕入原価法に基づく低価法 

（３）給食用材料 

最終仕入原価法に基づく低価法 

（４）貯蔵品 

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法 

 

９．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

  政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

１０年利付国債の平成２７年３月末利回りを参考に０．３９８％で計算しております。 

 

１０．リース取引の処理方法 

リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係 

る方法に準じた会計処理によっております。 

リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に 

係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

１１．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。 

 

１２．金融商品の状況に関する事項 

当センターは、資金調達については財政融資資金からの借入によっております。 

また、当センターの診療報酬債権に係る回収リスクは、収入管理事務要領等に沿ってリスク低 

減を図っております。 

なお、借入金の使途は事業投資資金であり、主務大臣により認可された資金計画に沿って、資 

金調達を行っております。 

 

 

Ⅱ．貸借対照表 

１．運営費交付金から充当されるべき退職一時金に係る退職給付引当金の見積額 

 １，４４５，０３１，３６３円   

 

２．高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律（平成２０年法律第９３号）

附則第８条第７項に基づく当該事業年度末における保証債務の総額 

 ４４２,５７２,１３６円 

 



３．金融商品の時価等に関する事項 

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。 

 

（単位：百万円）     

 

区   分 

 

貸借対照表計上額 

 

時   価 

 

差   額 

（1）現金及び預金 

（2）医業未収金 

（3）長期借入金 

（4）買掛金 

（5）未払金 

３,１６９ 

８７７ 

(４４３) 

(１９７) 

（９９７) 

３,１６９ 

８７７ 

(４６１) 

(１９７) 

 （９９７) 

－ 

－ 

(△１８) 

(－) 

(－) 

係数は原則として四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

（注１）負債に計上されているものは（ ）で示しております。 

（注２）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

（1）現金及び預金、（2）医業未収金 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 

（3）長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定

される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

（4）買掛金、（5）未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、帳簿価額

によっております。 

 

 

Ⅲ．損益計算書 

 

国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳 

① 研究収益           １３,７９８,９０６ 円 

    ② 研修収益           １２,６５０,０００ 円 

  ③ その他経常収益            ２５,９２０ 円 

        合 計             ２６,４７４,８２６ 円 

 

 

Ⅳ．キャッシュ・フロー計算書 

１．資金の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定                          ３,１６９,２４３,０３０ 円 

現金及び預金勘定のうち定期預金                 ０ 円 

    資金期末残高                               ３,１６９,２４３,０３０ 円 

 

２．重要な非資金取引 

  無償譲与による資産の取得               １６，７１５，０４１ 円 



 

３．承継資産の回収による収入 

承継資産の回収による収入は、国から承継した医業未収金、破産更生債権等に係る収入であり

ます。 

 

 

Ⅴ．行政サービス実施コスト計算書 

国からの出向職員に係る引当外退職給付増加見込額は ２，６６８，６９７円であります。 

 

 

Ⅵ．オペレーティング・リース取引 

１．貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料    ２，２２６，４７０円 

２．貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料   ４，６２０，１０５円 

 

 

Ⅶ．重要な債務負担行為 

１．当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、下記のと

おりです。 

 

                                                                          （単位：円） 

契約内容 契約金額 翌事業年度以降の支払金額 

  教育研修棟新築整備 

             その他工事 

  ８１９,０００,０００       ４４６,０４０,０００ 

 

 ２．職員アパート４棟借り上げのため、最低月額賃料の概ね８９～９０％相当額を業者に補償して 

  おります。 

                        １,３６３,２０９,１２０ 円（当該年度末の極度額） 

 

    当期負担額は２，６１５，２９３円です。 

 

 

Ⅷ．重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

財 務 諸 表 

（附 属 明 細 書）
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7

8
,1

7
6

,7
4

2 0

2
9

3
,4

4
2

,1
2

7

1
5

,2
6

5
,3

8
5

2
5

5
,3

6
8

,3
5

5 0

当
期

減
少

額

0

当
期

減
少

額

回
収

額
償

却
額

期
末

残
高

摘
　

　
要

6
0

0
,0

0
0

1
2

,6
0

0
,0

0
0

期
末

残
高

摘
　

　
要

1
2

,6
0

0
,0

0
0

0

2
6

7
,9

6
8

,3
5

5
0



８
　

貸
付

金
等

に
対

す
る

貸
倒

引
当

金
の

明
細

（
単

位
：

円
）

当
期

増
減

額
期

末
残

高

△
 1

,0
5

5
,4

9
1

2
,8

7
0

,6
5

4

△
 1

,0
5

5
,4

9
1

2
,8

7
0

,6
5

4

△
 8

,0
0

0
,0

0
0

0

△
 8

,0
0

0
,0

0
0

0

9
,7

6
4

,3
9

3
3

3
,4

1
7

,9
5

9

9
,7

6
4

,3
9

3
3

3
,4

1
7

,9
5

9

7
0

8
,9

0
2

3
6

,2
8

8
,6

1
3

（
注

）
１

．
一

般
債

権
に

つ
い

て
は

、
貸

倒
実

績
率

に
よ

り
、

回
収

不
能

見
込

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。

２
．

貸
倒

懸
念

債
権

及
び

破
産

更
生

債
権

等
（

発
生

か
ら

１
年

以
上

経
過

し
た

医
業

未
収

金
及

び
未

収
金

）
に

つ
い

て
は

、
個

別
に

回
収

可
能

性
を

検
討

し
、

回
収

不
能

見
込

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。

９
　

退
職

給
付

引
当

金
の

明
細

（
単

位
：

円
）

期
末

残
高

摘
　

　
要

1
,1

7
5

,0
7

3

退
職

一
時

金
に

係
る

債
務

1
,1

7
5

,0
7

3

退
職

給
付

引
当

金
1

,1
7

5
,0

7
3

１
０

　
資

産
除

去
債

務
の

明
細

　
　

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

１
１

法
令

に
基

づ
く

引
当

金
等

の
明

細
　

　
該

当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

１
２

　
保

証
債

務
の

明
細

（
単

位
：

円
）

保
証

料
収

益

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

金
額

(9
6

,8
9

5
,1

0
4

)

1
5

4
4

,7
3

9
,4

0
7
－

0
1

1
0

2
,1

6
7

,2
7

1
1

4
4

2
,5

7
2

,1
3

6
－

（
注

）
１

．
高

度
専

門
医

療
に

関
す

る
研

究
等

を
行

う
独

立
行

政
法

人
に

関
す

る
法

律
附

則
第

8
条

第
7
項

に
基

づ
き

、
各

国
立

高
度

専
門

医
療

　
セ

ン
タ

ー
は

、
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

国
立

高
度

専
門

医
療

セ
ン

タ
ー

以
外

の
国

立
高

度
専

門
医

療
セ

ン
タ

ー
が

　
承

継
し

た
旧

特
別

会
計

の
財

政
融

資
資

金
か

ら
の

借
入

金
債

務
を

保
証

し
て

お
り

ま
す

。

２
．

（
　

）
は

、
１

年
以

内
保

証
債

務
減

少
予

定
額

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

一
般

債
権

期
首

残
高

1
,0

0
1

,3
7

3
,7

2
5

区
　

　
　

分

8
5

5
,4

0
5

,0
0

4

8
5

5
,4

0
5

,0
0

4

1
2

2
,3

1
5

,1
5

5

1
2

2
,3

1
5

,1
5

5

2
3

,6
5

3
,5

6
6

摘
　

　
要

期
首

残
高

貸
付

金
等

の
残

高

医
業

未
収

金

破
産

更
生

債
権

等

当
期

増
加

額

2
3

,6
5

3
,5

6
6

破
産

更
生

債
権

等

計

未
収

金

貸
倒

懸
念

債
権

8
,0

0
0

,0
0

0

8
,0

0
0

,0
0

0

2
3

,6
5

3
,5

6
6

2
3

,6
5

3
,5

6
6

3
5

,5
7

9
,7

1
1

当
期

減
少

額

0 0 0

当
期

増
減

額

2
4

,1
5

1
,1

6
6

△
 6

3
,5

7
3

,2
9

8

2
4

,1
5

1
,1

6
6

3
,9

2
6

,1
4

5

3
,9

2
6

,1
4

5

期
末

残
高

貸
倒

引
当

金
の

残
高

8
7

9
,5

5
6

,1
7

0

4
0

,0
5

0
,6

5
4

9
7

8
,3

4
8

,6
8

1

△
 6

,2
0

5

4
0

,0
5

0
,6

5
4

期
末

残
高

△
 6

,2
0

5

△
 6

,2
0

5
1

,1
8

1
,2

7
8

1
,1

8
1

,2
7

8

当
期

増
加

8
7

9
,5

5
6

,1
7

0

5
8

,7
4

1
,8

5
7

5
8

,7
4

1
,8

5
7

1
6

,3
9

7
,0

8
8

△
 2

3
,0

2
5

,0
4

4

当
期

減
少

期
首

残
高

1
,1

8
1

,2
7

8

△
 6

3
,5

7
3

,2
9

8

1
6

,3
9

7
,0

8
8

旧
特

別
会

計
の

財
政

融
資

資
金

か
ら

の
負

債
に

係
る

保
証

債
務

区
　

　
　

分

退
職

給
付

債
務

合
計

額

期
首

残
高

区
　

　
　

分



１
３

　
資

本
金

及
び

資
本

剰
余

金
の

明
細

（
単

位
：

円
）

期
末

残
高

摘
　

　
要

資
本

金
政

府
出

資
金

1
0

,3
3

3
,7

0
6

,7
1

3

1
0

,3
3

3
,7

0
6

,7
1

3

資
　

 本
資

本
剰

余
金

剰
余

金
施

設
費

1
,0

5
6

,0
5

7
,0

6
9

運
営

費
交

付
金

0

補
助

金
等

0

寄
附

金
等

0

目
的

積
立

金
0

損
益

外
除

売
却

差
額

相
当

額
△

 1
6

4
,7

5
6

,3
2

2
注

そ
の

他
5

8
7

,1
6

4
,2

5
5

1
,4

7
8

,4
6

5
,0

0
2

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

3
,7

0
5

,3
8

0
,5

6
5

注

損
益

外
減

損
損

失
累

計
額

0

損
益

外
利

息
費

用
累

計
額

0

△
 2

,2
2

6
,9

1
5

,5
6

3
（

注
）

１
．

当
期

減
少

額
は

、
「

第
８

７
特

定
の

償
却

資
産

」
に

該
当

す
る

資
産

の
減

少
に

よ
る

も
の

で
す

。

１
４

　
積

立
金

の
明

細

（
単

位
：

円
）

摘
　

　
要

（
注

）
 当

期
増

加
額

は
独

立
行

政
法

人
通

則
法

第
４

４
条

第
１

項
の

規
定

に
従

い
、

前
期

の
利

益
処

分
に

お
い

て
整

理
し

た
額

で
す

。

１
５

　
目

的
積

立
金

の
取

崩
し

の
明

細

　
　

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

2
,8

9
1

,2
7

0
,1

5
6 0

1
,9

8
3

,6
2

2

0 0

8
1

6
,0

9
4

,0
3

1

4

当
期

減
少

額
期

末
残

高

0
1

,1
7

6
,1

1
7

,6
0

9
注

0

△
 8

1
6

,0
9

4
,0

3
1

00

0
1

,9
8

3
,6

2
6

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

1
,9

8
3

,6
2

6 00

当
期

増
加

額
当

期
減

少
額

1
0

,3
3

3
,7

0
6

,7
1

3

1
0

,3
3

3
,7

0
6

,7
1

3

0

期
首

残
高

0

区
　

　
　

　
　

　
　

分

計

区
　

　
　

分

積
立

金

計

期
首

残
高

0

△
 1

6
2

,7
7

2
,6

9
6

5
8

7
,1

6
4

,2
5

5

1
,4

8
0

,4
4

8
,6

2
8

当
期

増
加

額

5
9

8
,4

9
0

,4
5

5
5

7
7

,6
2

7
,1

5
40

△
 1

,4
1

0
,8

2
1

,5
2

80

差
引

計

1
,0

5
6

,0
5

7
,0

6
9 0 0



１
６

　
運

営
費

交
付

金
債

務
及

び
当

期
振

替
額

等
の

明
細

（
１

）
運

営
費

交
付

金
債

務
の

増
減

の
明

細

（
単

位
：

円
）

0
8

0
,1

4
3

,0
2

4
0

0
2

0
4

,0
2

4
,4

1
0

0

0
3

,0
5

7
,5

8
8

,0
0

0
0

0
3

,3
4

1
,7

5
5

,4
3

4
0

（
２

）
運

営
費

交
付

金
債

務
の

当
期

振
替

額
の

明
細

平
成

２
４

年
度

交
付

分

（
単

位
：

円
）

２
．

当
該

業
務

に
関

す
る

損
益

等

　
ア

．
研

究
業

務
0

円

　
イ

．
臨

床
研

究
業

務
8

0
,1

4
3

,0
2

4
円

　
ウ

．
教

育
研

修
業

務
0

円

　
エ

．
情

報
発

信
業

務
0

円

　
オ

．
そ

の
他

0
円

３
．

運
営

費
交

付
金

収
益

化
額

の
積

算
根

拠

　
　

年
度

計
画

の
予

定
ど

お
り

に
遂

行
し

た
業

務
に

つ
い

て
、

各
業

務
に

当
て

ら
れ

て
る

運
営

費
交

付
金

の
計

画
額

を
収

益
化

平
成

２
５

年
度

2
0

4
,0

2
4

,4
1

0

平
成

２
６

年
度

資
本

剰
余

金
0 0

計
0

運
営

費
交

付
金

収
益

0

区
　

　
　

分
金
　
　
　
額

0

0

2
8

4
,1

6
7

,4
3

4

2
0

4
,0

2
4

,4
1

0

2
,9

7
3

,2
1

5
,1

3
4

3
,2

5
7

,3
8

2
,5

6
8

8
4

,3
7

2
,8

6
6

8
4

,3
7

2
,8

6
6

3
,0

5
7

,5
8

8
,0

0
0

3
,0

5
7

,5
8

8
,0

0
0

計

小
　

　
計

当
期

振
替

額

運
営

費
交

付
金

収
益

資
産

見
返

資
本

剰
余

金
期

末
残

高

運
営

費
交

付
金

交
付

金

当
期

交
付

額
期

首
残

高
交

付
年

度

　
－

　
（

費
用

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
は

あ
り

ま
せ

ん
）

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

0
資

本
剰

余
金

0
計

0
会

計
基

準
第

8
1
第

3
項

に
よ

る
振

替
額

0
合

　
　

　
計

8
0

,1
4

3
,0

2
4

費
用

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

運
営

費
交

付
金

収
益

0

　
－

　
（

期
間

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
は

あ
り

ま
せ

ん
）

平
成

２
４

年
度

8
0

,1
4

3
,0

2
4

0
8

0
,1

4
3

,0
2

4
0

期
間

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

0
資

本
剰

余
金

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

業
務

達
成

基
準

に
よ

る
振

替
額

１
．

業
務

達
成

基
準

を
採

用
し

た
業

務
：

研
究

業
務

、
臨

床
研

究
業

務
、

教
育

研
修

業
務

、
情

報
発

信
業

務
、

そ
の

他

（
１

）
損

益
計

算
書

に
計

上
し

た
費

用
の

額
 ：

 8
0
,1

4
3
,0

2
4
円

（
２

）
固

定
資

産
の

取
得

額
：

0
円

計
8

0
,1

4
3

,0
2

40

8
0

,1
4

3
,0

2
4

運
営

費
交

付
金

収
益

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金



平
成

２
５

年
度

交
付

分

（
単

位
：

円
）

２
．

当
該

業
務

に
関

す
る

損
益

等

　
ア

．
研

究
業

務
0

円

　
イ

．
臨

床
研

究
業

務
1

1
5

,5
0

0
,3

4
7

円

　
ウ

．
教

育
研

修
業

務
0

円

　
エ

．
情

報
発

信
業

務
0

円

　
オ

．
そ

の
他

8
8

,5
2

4
,0

6
3

円

３
．

運
営

費
交

付
金

収
益

化
額

の
積

算
根

拠

　
　

年
度

計
画

の
予

定
ど

お
り

に
遂

行
し

た
業

務
に

つ
い

て
、

各
業

務
に

当
て

ら
れ

て
る

運
営

費
交

付
金

の
計

画
額

を
収

益
化

2
0

4
,0

2
4

,4
1

0

会
計

基
準

第
8
1
第

3
項

に
よ

る
振

替
額

0

合
　

　
　

計
2

0
4

,0
2

4
,4

1
00

費
用

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

運
営

費
交

付
金

収
益

0

資
本

剰
余

金
0

計

業
務

達
成

基
準

に
よ

る
振

替
額

１
．

業
務

達
成

基
準

を
採

用
し

た
業

務
：

研
究

業
務

、
臨

床
研

究
業

務
、

教
育

研
修

業
務

、
情

報
発

信
業

務
、

そ
の

他

区
　

　
　

分
金
　
　
　
額

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

（
１

）
損

益
計

算
書

に
計

上
し

た
費

用
の

額
 ：

 2
0
4
,0

2
4
,4

1
0
円

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

0

（
２

）
固

定
資

産
の

取
得

額
：

0
円

資
本

剰
余

金
0

計
2

0
4

,0
2

4
,4

1
0

運
営

費
交

付
金

収
益

0

　
－

　
（

費
用

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
は

あ
り

ま
せ

ん
）

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

0

資
本

剰
余

金
0

計
0

期
間

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

運
営

費
交

付
金

収
益

0

　
－

　
（

期
間

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
は

あ
り

ま
せ

ん
）

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金



平
成

２
６

年
度

交
付

分

（
単

位
：

円
）

２
．

当
該

業
務

に
関

す
る

損
益

等

　
ア

．
研

究
業

務
9

6
0

,7
6

5
,9

4
0

円

　
イ

．
臨

床
研

究
業

務
1

,6
0

8
,2

0
5

,9
8

9
円

　
ウ

．
教

育
研

修
業

務
1

5
1

,3
5

4
,5

6
0

円

　
エ

．
情

報
発

信
業

務
2

,0
2

8
,0

0
0

円

　
オ

．
そ

の
他

8
3

,0
0

8
,6

4
5

円

　
ア

．
研

究
業

務
2

7
,0

1
6

,0
9

2
円

　
イ

．
臨

床
研

究
業

務
4

7
,5

8
9

,2
3

4
円

　
エ

．
教

育
研

修
業

務
1

,6
9

3
,4

4
0

円

　
オ

．
そ

の
他

8
,0

7
4

,1
0

0
円

３
．

運
営

費
交

付
金

収
益

化
額

の
積

算
根

拠

　
　

年
度

計
画

の
予

定
ど

お
り

に
遂

行
し

た
業

務
に

つ
い

て
、

各
業

務
に

当
て

ら
れ

て
る

運
営

費
交

付
金

の
計

画
額

を
収

益
化

　
中

期
目

標
期

間
の

最
終

年
度

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

独
法

会
計

基
準

第
8
1
第

3
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

運
営

費
交

付
金

債
務

残
高

の
全

額
を

収

益
化

。
会

計
基

準
第

8
1
第

3
項

に
よ

る
振

替
額

1
6

7
,8

5
2

,0
0

0

合
　

　
　

計
3

,0
5

7
,5

8
8

,0
0

0

費
用

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

運
営

費
交

付
金

収
益

0

　
－

　
（

費
用

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
は

あ
り

ま
せ

ん
）

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

0

資
本

剰
余

金
0

計
0

期
間

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

運
営

費
交

付
金

収
益

0

　
－

　
（

期
間

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
は

あ
り

ま
せ

ん
）

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

業
務

達
成

基
準

に
よ

る
振

替
額

運
営

費
交

付
金

収
益

2
,8

0
5

,3
6

3
,1

3
4

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

8
4

,3
7

2
,8

6
6

計
2

,8
8

9
,7

3
6

,0
0

0

資
本

剰
余

金
0 0

資
本

剰
余

金
0

計
0

区
　

　
　

分
金
　
　
　
額

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

１
．

業
務

達
成

基
準

を
採

用
し

た
業

務
：

研
究

業
務

、
臨

床
研

究
業

務
、

教
育

研
修

業
務

、
情

報
発

信
業

務
、

そ
の

他

（
１

）
損

益
計

算
書

に
計

上
し

た
費

用
の

額
 ：

 2
,8

0
5
,3

6
3
,1

3
4
円

（
２

）
固

定
資

産
の

取
得

額
 ：

 8
4
,3

7
2
,8

6
6
 円



１
７

　
運

営
費

交
付

金
以

外
の

国
等

か
ら

の
財

源
措

置
の

明
細

（
１

）
施

設
費

の
明

細

（
単

位
：

円
）

0
0

（
２

）
補

助
金

等
の

明
細

（
単

位
：

円
）

2
6

,5
2

4
,4

0
1

0
0

0

0
0

4
0

,6
6

5
,0

0
0

7
,3

3
5

,0
0

0

0
0

2
7

8
,0

0
0

0

0
0

6
,9

4
8

,8
1

2
0

2
6

,5
2

4
,4

0
1

0
4

7
,8

9
1

,8
1

2
7

,3
3

5
,0

0
0

１
８

　
役

員
及

び
職

員
の

給
与

の
明

細
（

単
位

：
円

、
人

）

支
給

人
員

(0
) 1

(0
)

5
2

(0
)

5
3

（
注

）
１

．

２
．

３
．

支
給

人
員

は
、

年
間

平
均

支
給

人
数

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

４
．

非
常

勤
の

役
員

及
び

職
員

は
、

外
数

と
し

て
（

　
　

）
で

記
載

し
て

お
り

ま
す

。

５
．

中
期

計
画

に
お

い
て

は
、

法
定

福
利

費
等

を
含

め
て

予
算

上
の

人
件

費
と

し
て

お
り

ま
す

が
、

上
記

明
細

に
は

法
定

福
利

費
等

は
含

ま
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。

平
成

２
６

年
度

チ
ー

ム
医

療
普

及
推

進
事

業
2

7
8

,0
0

0
0

5
1

2

支
給

額
支

給
人

員

退
職

手
当

支
給

額

(0
)

2
4

,9
1

0
,9

2
0

(3
,0

0
0

,0
0

0
)

3
1

,9
2

1
,8

7
2

(6
9

5
,4

3
6

,9
2

9
)

1
4

8
,1

1
3

,8
8

8
3

,5
8

2
,2

3
3

,5
4

4

(6
9

8
,4

3
6

,9
2

9
)

3
,6

1
4

,1
5

5
,4

1
6

報
酬

又
は

給
与

区
　

　
　

　
　

分

左
の

会
計

処
理

内
訳

建
設

仮
勘

定

見
返

施
設

費

摘
　

要
資

本
剰

余
金

収
益

計
上

左
の

会
計

処
理

内
訳

5
1

0

(3
6

8
)

1
3

6
,8

5
3

,0
0

0
1

3
6

,8
5

3
,0

0
0

そ
の

他

4
8

,0
0

0
,0

0
0

6
,9

4
8

,8
1

2

2
4

1
,8

7
8

,7
8

4

1
6

0
,1

2
7

,5
7

1 0 0

1
6

0
,1

2
7

,5
7

1

当
期

交
付

額
資

産
見

返

補
助

金
等

1
8

6
,6

5
1

,9
7

2

当
期

交
付

額

職
員

に
対

す
る

給
与

等
の

支
給

基
準

は
、

独
立

行
政

法
人

国
立

長
寿

医
療

研
究

セ
ン

タ
ー

職
員

給
与

規
程

、
独

立
行

政
法

人
国

立
長

寿
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
非

常
勤

職
員

給
与

規
程

、
独

立
行

政
法

人
国

立
長

寿
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
非

常
勤

医
師

及
び

歯
科

医
師

給
与

規
程

、
独

立
行

政
法

人
国

立
長

寿
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
職

員
退

職
手

当
規

程
に

よ
っ

て
お

り
ま

す
。

役
員

に
対

す
る

報
酬

等
の

支
給

基
準

は
、

独
立

行
政

法
人

国
立

長
寿

医
療

研
究

セ
ン

タ
ー

役
員

報
酬

規
程

及
び

独
立

行
政

法
人

国
立

長
寿

医
療

研
究

セ
ン

タ
ー

役
員

退
職

手
当

規
程

に
よ

っ
て

お
り

ま
す

。

区
　

　
　

分

役
　

　
　

員

職
　

　
　

員

合
　

　
　

計

独
立

行
政

法
人

国
立

長
寿

医
療

研
究

セ
ン

タ
ー

施
設

整
備

費
補

助
金

計

資
産

見
返

補
助

金
戻

入
資

本
剰

余
金

返
還

額
摘

　
要

平
成

２
６

年
度

老
人

保
健

事
業

推
進

事
業

平
成

２
６

年
度

幹
細

胞
を

簡
便

・
安

心
に

分
取

し
、

高
機

能
化

を
増

幅

す
る

革
新

的
器

具
開

発
事

業区
　

　
　

　
　

分

平
成

２
６

年
度

設
備

整
備

費
補

助
金

1
7

3
,0

2
4

,8
0

8

(2
) 2

(3
6

6
)

(0
)

(0
)



１
９

　
開

示
す

べ
き

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
（

単
位

：
円

）

研
究

事
業

臨
床

研
究

事
業

診
療

事
業

教
育

研
修

事
業

情
報

発
信

事
業

計
法

人
共

通
合

計

事
業

費
用

業
務

費
1

,0
7

1
,8

6
5

,5
7

9
2

,6
9

4
,1

5
0

,4
5

6
5

,2
4

9
,6

1
9

,0
4

3
1

9
5

,6
4

7
,8

3
8

8
3

,0
1

4
,6

2
6

9
,2

9
4

,2
9

7
,5

4
2

-
9

,2
9

4
,2

9
7

,5
4

2
一

般
管

理
費

6
5

,3
2

5
,2

4
8

9
6

,7
3

0
,2

8
4

1
8

4
,6

8
2

,3
9

3
7

,9
4

4
,3

8
4

4
,0

8
1

,0
1

8
3

5
8

,7
6

3
,3

2
7

-
3

5
8

,7
6

3
,3

2
7

財
務

費
用

0
0

7
,2

2
1

,4
9

3
0

0
7

,2
2

1
,4

9
3

-
7

,2
2

1
,4

9
3

そ
の

他
1

,9
9

7
,4

1
3

8
,3

4
0

,4
6

8
1

7
,2

7
0

,8
0

3
9

6
,9

8
4

9
,3

3
6

2
7

,7
1

5
,0

0
4

-
2

7
,7

1
5

,0
0

4
事

業
費

用
計

1
,1

3
9

,1
8

8
,2

4
0

2
,7

9
9

,2
2

1
,2

0
8

5
,4

5
8

,7
9

3
,7

3
2

2
0

3
,6

8
9

,2
0

6
8

7
,1

0
4

,9
8

0
9

,6
8

7
,9

9
7

,3
6

6
-

9
,6

8
7

,9
9

7
,3

6
6

事
業

収
益

研
究

収
益

0
5

3
8

,9
6

6
,0

6
4

-
-

1
5

1
,2

0
0

5
3

9
,1

1
7

,2
6

4
-

5
3

9
,1

1
7

,2
6

4
医

業
収

益
-

-
5

,5
8

1
,8

3
8

,3
4

5
-

-
5

,5
8

1
,8

3
8

,3
4

5
-

5
,5

8
1

,8
3

8
,3

4
5

研
修

収
益

-
-

-
4

1
,5

4
8

,5
9

3
-

4
1

,5
4

8
,5

9
3

-
4

1
,5

4
8

,5
9

3
教

育
収

益
-

-
-

-
-

0
-

0
運

営
費

交
付

金
収

益
1

,0
4

1
,0

4
8

,0
4

9
1

,8
4

3
,8

9
6

,7
3

1
2

1
4

,4
3

1
,6

2
4

1
5

3
,9

5
2

,3
3

1
4

,0
5

3
,8

3
3

3
,2

5
7

,3
8

2
,5

6
8

-
3

,2
5

7
,3

8
2

,5
6

8
補

助
金

等
収

益
0

4
7

,8
9

1
,8

1
2

0
0

0
4

7
,8

9
1

,8
1

2
-

4
7

,8
9

1
,8

1
2

寄
附

金
収

益
1

,5
7

0
,5

1
4

8
,1

7
8

,9
3

7
0

0
0

9
,7

4
9

,4
5

1
-

9
,7

4
9

,4
5

1
資

産
見

返
負

債
戻

入
-

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

戻
入

3
2

,9
4

3
,1

1
6

1
1

8
,5

5
3

,2
5

4
0

1
4

,1
1

0
1

2
9

,1
3

9
1

5
1

,6
3

9
,6

1
9

-
1

5
1

,6
3

9
,6

1
9

資
産

見
返

補
助

金
等

戻
入

4
1

,2
0

7
,9

6
5

3
5

,2
7

4
,4

2
4

5
6

,5
3

8
,5

9
1

0
0

1
3

3
,0

2
0

,9
8

0
-

1
3

3
,0

2
0

,9
8

0
資

産
見

返
寄

附
金

戻
入

9
,4

0
1

,5
0

3
6

8
1

,9
4

7
1

2
4

,9
9

8
0

0
1

0
,2

0
8

,4
4

8
-

1
0

,2
0

8
,4

4
8

施
設

費
収

益
0

0
0

0
0

0
-

0
財

務
収

益
2

0
6

,4
9

7
2

9
0

,4
4

3
7

7
9

,7
3

1
2

6
,2

6
0

9
3

7
1

,3
0

3
,8

6
8

-
1

,3
0

3
,8

6
8

そ
の

他
2

,9
8

5
,9

1
6

4
,4

6
5

,2
9

5
1

4
,7

3
7

,8
8

7
7

1
8

,8
2

5
4

,7
0

6
,4

8
7

2
7

,6
1

4
,4

1
0

-
2

7
,6

1
4

,4
1

0
事

業
収

益
計

1
,1

2
9

,3
6

3
,5

6
0

2
,5

9
8

,1
9

8
,9

0
7

5
,8

6
8

,4
5

1
,1

7
6

1
9

6
,2

6
0

,1
1

9
9

,0
4

1
,5

9
6

9
,8

0
1

,3
1

5
,3

5
8

-
9

,8
0

1
,3

1
5

,3
5

8
事

業
損

益
（

△
損

失
）

△
 9

,8
2

4
,6

8
0

△
 2

0
1

,0
2

2
,3

0
1

4
0

9
,6

5
7

,4
4

4
△

 7
,4

2
9

,0
8

7
△

 7
8

,0
6

3
,3

8
4

1
1

3
,3

1
7

,9
9

2
-

1
1

3
,3

1
7

,9
9

2
2

,4
7

4
,1

9
0

,1
1

6
2

,3
0

5
,9

6
6

,4
9

4
1

,8
1

0
,5

4
4

,8
4

4
3

8
6

,9
6

0
,5

5
6

3
6

,9
7

7
,6

6
2

,0
1

3
6

,3
0

7
,1

0
0

,6
4

6
1

3
,2

8
4

,7
6

2
,6

5
9

　
（

主
要

資
産

内
訳

）

流
動

資
産

現
金

及
び

預
金

0
1

7
9

,0
1

6
,0

6
4

0
0

0
1

7
9

,0
1

6
,0

6
4

2
,9

9
0

,2
2

6
,9

6
6

3
,1

6
9

,2
4

3
,0

3
0

医
業

未
収

金
0

0
8

7
9

,5
5

6
,1

7
0

0
0

8
7

9
,5

5
6

,1
7

0
0

8
7

9
,5

5
6

,1
7

0
固

定
資

産

有
形

固
定

資
産

2
,4

6
8

,3
0

1
,7

3
4

2
,0

8
1

,2
6

6
,7

1
8

8
6

7
,5

5
2

,0
4

7
3

8
4

,8
7

7
,6

9
9

3
5

,8
0

1
,9

9
8

,2
0

1
3

,3
0

5
,3

4
0

,9
4

3
9

,1
0

7
,3

3
9

,1
4

4
（

注
）

　
１

．

２
．

事
業

の
内

容

「
研

究
事

業
」

 ：
 長

寿
医

療
に

関
す

る
戦

略
的

研
究

・
開

発
を

推
進

す
る

事
業

「
臨

床
研

究
事

業
」

 ：
 治

療
成

績
及

び
患

者
の

Q
O

L
の

向
上

に
つ

な
が

る
臨

床
研

究
及

び
治

験
並

び
に

基
礎

研
究

か
ら

臨
床

に
向

け
た

橋
渡

し
研

究
等

の
事

業

「
診

療
事

業
」

 ：
 高

齢
者

の
心

身
の

状
態

、
Q

O
L
に

配
慮

し
て

、
最

良
か

つ
最

新
の

モ
デ

ル
医

療
を

提
供

す
る

た
め

の
事

業

「
教

育
研

修
事

業
」

 ：
 長

寿
医

療
に

対
す

る
研

究
・

医
療

の
専

門
家

（
看

護
師

、
薬

剤
師

等
の

コ
メ

デ
ィ

カ
ル

部
門

も
含

む
。

）
の

育
成

を
積

極
的

に
行

う
事

業

「
情

報
発

信
事

業
」

 ：
 研

究
成

果
等

や
収

集
し

た
国

内
外

の
最

新
知

見
等

の
情

報
を

迅
速

か
つ

分
か

り
易

く
、

国
民

及
び

医
療

機
関

に
提

供
す

る
事

業

３
．

４
．

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

等
の

各
セ

グ
メ

ン
ト

の
金

額
は

、
以

下
の

と
お

り
で

す
。

（
単
位
：
円
）

研
究

事
業

臨
床

研
究

事
業

診
療

事
業

教
育

研
修

事
業

情
報

発
信

事
業

計
法

人
共

通
合

計

3
4

5
,9

6
3

,9
4

6
4

6
9

,1
9

9
,2

9
8

0
9

3
0

,7
8

7
0

8
1

6
,0

9
4

,0
3

1
-

8
1

6
,0

9
4

,0
3

1

4
0

0
0

0
4

-
4

△
 1

3
,1

5
9

,8
7

4
3

,5
5

9
,9

8
1

4
0

,5
4

6
,8

0
1

5
4

8
,5

7
8

1
4

1
,2

4
5

3
1

,6
3

6
,7

3
1

-
3

1
,6

3
6

,7
3

1

２
０

　
上

記
以

外
の

主
な

資
産

、
負

債
、

費
用

及
び

収
益

の
明

細

　
　

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

セ
グ

メ
ン

ト
の

区
分

に
つ

い
て

は
、

高
度

専
門

医
療

に
関

す
る

研
究

等
を

行
う

独
立

行
政

法
人

に
関

す
る

法
律

に
定

め
ら

れ
て

い
る

業
務

内
容

に
基

づ
き

、
「

研
究

事
業

」
、

「
臨

床
研

究
事

業
」

、
「

診
療

事
業

」
、

「
教

育
研

修
事

業
」

、
「

情
報

発
信

事
業

」
に

区
分

し
て

お
り

ま
す

。

総
資

産

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

込
額

総
資

産
の

う
ち

法
人

共
通

は
、

各
セ

グ
メ

ン
ト

に
配

賦
し

な
か

っ
た

資
産

で
あ

り
、

そ
の

主
な

も
の

は
、

現
金

及
び

預
金

（
2
,9

9
0
,2

2
6
,9

6
6
円

）
、

未
収

金
(1

1
,3

9
8
,2

7
7
円

)、
有

形
固

定
資

産
(3

,3
0
5
,3

4
0
,9

4
3
円

)、
無

形
固

定
資

産
(8

8
,0

0
0
円

)、
未

収
利

息
（

4
6
,4

6
0
円

)で
す

。

損
益

外
除

売
却

差
額

相
当

額



 

 

 

 

 

 

 

決 算 報 告 書



【独立行政法人 国立長寿医療研究センター】 （単位：円）

区　　分 予算額 決算額 差額 備考

収入

運営費交付金 3,057,588,000 3,057,588,000 0

施設整備費補助金 136,853,000 136,853,000 0

業務収入 6,631,166,754 6,562,374,949 △ 68,791,805

その他の収入 1,500,596,467 1,500,862,967 266,500 定期預金の利息等による。

計 11,326,204,221 11,257,678,916 △ 68,525,305

支出

業務経費 9,243,572,521 8,860,000,847 △ 383,571,674

研究業務経費 1,144,758,374 922,355,116 △ 222,403,258 人件費・経費等の減による。

臨床研究業務経費 2,443,824,282 2,335,247,063 △ 108,577,219 人件費・経費等の減による。

診療業務経費 4,865,857,196 4,953,816,684 87,959,488 職員の増に伴う経費等の増による。

教育研修業務経費 343,639,703 166,729,256 △ 176,910,447 人件費・経費等の減による。

情報発信業務経費 82,236,908 102,074,538 19,837,630 人件費・経費等の増による。

その他の経費 363,256,058 379,778,190 16,522,132 人件費・経費等の増による。

施設整備費 867,990,875 755,101,355 △ 112,889,520

借入金償還 102,167,271 102,167,271 0

支払利息 7,256,992 7,256,992 0

その他の支出 1,092,415,000 1,096,632,000 4,217,000

計 11,313,402,659 10,821,158,465 △ 492,244,194

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要は、以下のとおりであります。

決　算　報　告　書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

　 （２）損益計算書の一般管理費、その他経常費用は、決算報告書上は業務経費の「その他の経費」に含んでおります。

　 （１）損益計算書の補助金等収益、業務収益、寄附金収益、財務収益、その他経常収益は、決算報告書上は「業務収入」に含んでおります。

医業収入の減による。

補助金の精算に伴う返還金の発生による。

　 （３）予算額の計上に準じ決算額においても未払金等の加減は行っておりません。

教育研修棟の契約締結日の変更及び整備計

画の変更による。



 

 

 

 

 

 

 

監 事 の 意 見





 

 

 

 

 

 

 

会計監査人の意見 

 



 

独立監査人の監査報告書 
 

平成 27年６月 17日 

 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

理事長 鳥羽 研二 殿 

 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 安 藤 泰 行 ㊞ 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 柏 木 勝 広 ㊞ 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 湯 本 秀 之 ㊞ 

 

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第 39 条の規定に基づき、国立研究開発

法人国立長寿医療研究センター（旧法人名 独立行政法人国立長寿医療研究センター）の平成 26 年４月１日

から平成 27年３月 31日までの第５期事業年度の利益の処分に関する書類（案）を除く財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、

その他の注記及び附属明細書について監査を行った。 

 

財務諸表に対する国立研究開発法人の長の責任 

国立研究開発法人の長の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準

に準拠して財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く。以下同じ。）を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽の表示のない財務諸表を作成し適正に表示す

るために国立研究開発法人の長が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

会計監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準

に準拠して監査を行った。この監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、

国立研究開発法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要

な虚偽の表示をもたらす要因となる場合があることに十分留意して計画される。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正及び誤謬並びに違法行為による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの

評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため

のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、国立研究開発法人の

長が採用した会計方針及びその適用方法並びに国立研究開発法人の長によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。この基礎には、

当監査法人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす国立研究開発法人の

長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は認められなかったとの事実を

含んでいる。なお、当監査法人が実施した監査は、財務諸表の重要な虚偽の表示の要因とならない国立研究

開発法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の有無について意見を述べ

るものではない。 



 

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基

準に準拠して、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター（旧法人名 独立行政法人国立長寿医療研究セン

ター）の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

＜利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する報告＞ 

当監査法人は、通則法第 39条の規定に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター（旧法人名 独

立行政法人国立長寿医療研究センター）の平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日までの第５期事業年度

の利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書について監査を

行った。なお、事業報告書について監査の対象とした会計に関する部分は、事業報告書に記載されている事

項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。 

 

利益の処分に関する書類（案）、事業報告書及び決算報告書に対する国立研究開発法人の長の責任 

国立研究開発法人の長の責任は、法令に適合した利益の処分に関する書類（案）を作成すること、財政状

態及び運営状況を正しく示す事業報告書を作成すること並びに予算の区分に従って決算の状況を正しく示す

決算報告書を作成することにある。 

 

会計監査人の責任 

当監査法人の責任は、利益の処分に関する書類（案）が法令に適合して作成されているか、事業報告書（会

計に関する部分に限る。）が財政状態及び運営状況を正しく示しているか並びに決算報告書が予算の区分に

従って決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立場から報告することにある。 

 

利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する報告 

当監査法人の報告は次のとおりである。 

(1) 利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 

(2) 事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター（旧法人名 

独立行政法人国立長寿医療研究センター）の財政状態及び運営状況を正しく示しているものと認める。 

(3) 決算報告書は、国立研究開発法人の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているもの

と認める。 

 

利害関係 

国立研究開発法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


